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（１１）専任技術者証明書（新規・変更）（様式第八号） 

（２）　下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

千葉県千葉市中央区市場町１－１
殿

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種 ３．専任技術 ４．専任技術者の交 ５．専任技術者が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更 　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

（フリガナ）

元号〔平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

3 1 00

解

解

専 任 技 術 者
の 住 所

南房総市富浦町青木３８
営業所の名称
（新所属） 館山営業所

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
平成　　　年　　　月　　　日 （旧所属）

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 4

７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

１ ２ ３ ４ ５ ６

現在担当している
建設工事の種類

30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 7 7

具 水 消 清
3 5 10 15 20 25

内 機 絶 通 園 井ほしゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋

Ｓ 年 月 日

土 建 大 左 と 石

生年月日ス 安 房 雄

10 15 18 20

氏 名 ６ ３ ヤ

専 任 技 術 者
の 住 所

千葉市稲毛区穴川４－１２－１
営業所の名称
（ 新 所 属 ） 本店

項 番 フリガナ
3 5

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
平成　　　年　　　月　　　日 （ 旧 所 属 ）

17

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3

６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15

１ ２ ３ ４ ５

現在担当している
建設工事の種類

設 工 事 の 種 類

30

今後担当する建 ６ ４ 7 7

具 水 消 清
3 5 10 15 20 25

内 機 絶 通 園 井ほしゆ板 ガ 塗 防屋 電 管 タ 鋼 筋土 建 大 左 と 石

生年月日 Ｓ 年 月 日3 3 1 0大 地

20

氏 名 ６ ３ カ ズ 上 総

記

項 番 フリガナ カズサ　ダイチ
3 5 10 15 18

月 日
知事 特

号 平成 年許可（
般

－ ）第

11 13 15

許 可 番 号 ６ ２
国土交通大臣

大臣
コード

知事
3 5 10

項 番 3

区 分 ６ １ 1

平成　28年　　6月　　1日

地方整備局長
北海道開発局長 申請者

千葉県知事 届出者 なのはな建設株式会社　代表取締役　　千葉　一郎　　印

０ ３

専任技術者証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

2 1

2 5

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０

 

 

（１２）専任技術者一覧表（様式第一号別紙四） 

平成 年 月 日4 127

フ　　　　リ　　　　ガ　　　　ナ

営 業 所 の 名 称 専 任 の 技 術 者 の 氏 名 建 設 工 事 の 種 類 有 資 格 区 分

本店 土‐７、と‐７ 13
カズサ　ダイチ

上総　大地

館山営業所 土‐７、と‐７ 14
ヤス　フサオ

安　房雄

別紙四

専任技術者一覧表

 

 

一般の場合は下段、特定の 場合は上段を消す。

両方申請の場合は消去不要 

不要なものを消す 

業種追加、般特新規申請 

の場合も「１」を記入 

姓の最初の２文字を記入 

姓と名の間は１カラム 

空ける 

実務要件を要する資格もあるので

注意。コード表Ｐ112 ～ 121 参照 

左の余白は0で埋める 

すでに専任技術者に 

なっている者が業種 

追加、般特新規の申請の

際に申請業種の専任 

技術者になる場合、これ

までの担当業種に  

ついても記入する 

法７条第2号及び第15条第2号  

の資格区分、コード番号を記入。 

今後担当する業種以外の資格は 

記載しない 

コード表Ｐ112～121 参照 

申請者の実印を押印する 

専技本人の現住所を記入 

コード表に従い該当コードを記入。 

（P112～P121 参照） 

全ての申請で使用 


